
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
性
能
検
査
の
手
続
に
係
る
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二

第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
性
能
検

（
新
設
）

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
（
法
第
五
十
三
条
の
三

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準

監
督
署
長
が
当
該
性
能
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
）
に
対
し
、
自
主
検
査
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
構
造
検
査
）

（
構
造
検
査
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧

（
新
設
）

力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六

号
）
を
交
付
す
る
。

（
設
置
届
）

（
設
置
届
）

第
五
十
六
条

事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
を

第
五
十
六
条

事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

除
く
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定

、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
圧
力
容
器
設
置
届
（
様

に
よ
り
、
第
一
種
圧
力
容
器
設
置
届
（
様
式
第
二
十
四
号
）
に
第
一
種
圧
力

式
第
二
十
四
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
並
び

容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
並
び
に
第
一
種
圧
力
容
器
の
設
置
場
所

に
第
一
種
圧
力
容
器
の
設
置
場
所
の
周
囲
の
状
況
及
び
配
管
の
状
況
を
記
載

の
周
囲
の
状
況
及
び
配
管
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働

し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
設
置
報
告
）

第
五
十
六
条
の
二

移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

（
新
設
）

あ
ら
か
じ
め
、
第
一
種
圧
力
容
器
設
置
報
告
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）
に
第

一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
検
査



証
（
様
式
第
六
号
）
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧

（
新
設
）

力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六

号
）
を
交
付
す
る
。

（
落
成
検
査
）

（
落
成
検
査
）

第
五
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
除
く
。
）
を

第
五
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項

設
置
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
及
び
そ
の
配
管
の
状
況
に
つ
い
て

力
容
器
及
び
そ
の
配
管
の
状
況
に
つ
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
検

、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
当

、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
第
一
種

該
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
）

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を

２

第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を

滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
再
交
付
申
請

滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
再
交
付
申
請

書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
に
あ
つ
て
は
、
当

に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を
交
付
し
た
者
）
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
再
交
付
を
受
け

（
新
設
）

た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
、
事
業
場
の



所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
示
等
）

（
掲
示
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
管
理
に
当
た
つ
て
は
、
第
一
種

（
新
設
）

圧
力
容
器
検
査
証
又
は
そ
の
写
を
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
に
所

持
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
）

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
検
査
又
は
使
用
検
査
を
受
け
た
後
設

（
新
設
）

置
さ
れ
て
い
な
い
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
の
保
管
状

況
が
良
好
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
検
査
証
の
有
効
期
間
を
構
造
検
査
又
は
使
用

検
査
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
移
動
式
第
一
種
圧

力
容
器
を
設
置
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
の
手
続
に
係
る
特
例
）

第
七
十
三
条
の
二

第
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
第
一
種
圧
力
容
器
に
係

（
新
設
）

る
性
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
（
法
第
五
十

三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

労
働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
性
能
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
）
に
対
し
、
自
主
検
査
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第

二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
は
、

二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

一

ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
で
、
船
舶
安
全

一

ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
で
、
船
舶
安
全



法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る

法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る

も
の
又
は
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の

第
二
条
の
二
か
ら
第
八

も
の
又
は
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の

第
二
条
の
二
か
ら
第
八

条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、

条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
三
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら

第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら

第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十

第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十

二
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条

一
条
か
ら
第
八
十
五
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
及
び

の
二
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧

力
容
器

第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六

力
容
器

第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六

十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条

十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
一
条

か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
の
二

か
ら
第
八
十
五
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
条
の
二
ま
で
及
び
第

、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

九
十
四
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

三

ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容

三

ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容

器

第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条

器

第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条

ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条
か
ら

ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
一
条
か
ら

第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
の
二
、
第

第
八
十
五
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
条
の
二
ま
で
及
び
第
九
十

九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

四
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容

器

第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、

器

第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、

第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

（
削
る
）

五

第
二
種
圧
力
容
器
で
、
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五

号
）
の
適
用
を
受
け
る
鉄
道
の
車
両
に
装
置
さ
れ
た
も
の
、
鉄
道
事
業
法

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
鉄
道
事
業
の
用

に
供
さ
れ
る
車
両
に
装
置
さ
れ
た
も
の
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七

十
六
号
）
の
適
用
を
受
け
る
軌
道
の
車
両
に
装
置
さ
れ
た
も
の
又
は
道
路

運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
も
の

第
八
十
五
条
及
び
第
九
十
条


